
 

議案第８７号 

 

和解について 

 

令和元年５月２７日に守谷市松並１５６９番地（以下「本件土地」という。）

で発生した火災により守谷市北園保育所が損害を被った件に関する和解につい

て，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定に

より，議会の議決を求める。 

 

１ 和解の相手方 

住所  東京都○○○○○○○○○○ 

氏名  ○○○○○○ 

 

２ 事件の概要 

  本件は，相手方所有の本件土地において発生した火災に伴い，守谷市北園

保育所の建物，工作物，備品及び植物が損害を受けた件である。 

 

３ 和解条項 

 （１）守谷市（以下「市」という。）及び相手方は，本件による市に生じた

損害に充てるため，令和元年８月２７日付で相手方が市に金２００万円

を寄付したことを相互に認める。 

（２）相手方は，本件による市に生じた損害に充てるため，令和３年１２月

２８日限り，相手方が市に金１００万円を追加で寄付し，市及び相手方

は追加寄付したことを相互に確認する。 

（３）市は相手方に対する本件による一切の請求を放棄する。 

（４）市及び相手方は，市と相手方との間には，本件に関し，本和解条項に

定めるもののほか，何らの債権債務がないことを相互に確認する。 

 

 

令和 ３ 年１１月３０日 提  出 

 

 

守谷市長 松 丸 修 久 

 

 

令和  年  月  日 原案 決 

 

議案 頁数 

８７号 １ 



提案理由（議案第８７号） 

 

 

 提案の理由を申し上げます。 

 本案は，令和元年５月２７日に守谷市松並１５６９番地で発生した火災によ

り守谷市北園保育所が損害を被った件について，相手方から和解案が提示され

たこと並びに和解により市及び相手方との紛争が早期に解決することを踏まえ，

本件について和解をするため，議会の議決を求めるものです。 

 よろしく御審議の上，御決議のほどお願いいたします。 

 

議案 頁数 

８７号 ２ 


